
平成２７年度さぬき市働く婦人の家運営委員会 会議要旨 

１ 日 時 平成２７年９月３０日（水）  １３時３０分～１４時３５分 

２ 場 所 志度働く婦人の家１階会議室 

３ 出席者［委 員］岡  裕子  金岡エミ子  井上 綾子  矢野 省三 

          高橋アイ子  宮岡由喜美  大森 郁代 

     ［事務局］松岡 義治 寒川 広美 中野 敏記 頼富 博幸 大島 隆介 

     ［傍 聴］無し 

     ［傍 聴］無し 

４ 議 題 平成２６年度働く婦人の家事業報告について 

      平成２７年度働く婦人の家事業計画及び中間報告について 

      働く婦人の家使用料について 

      その他 

５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 
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 まず、本日の委員の出席者は７名で全員の出席となりましたので、この会

が成立することを報告します。 

それでは、ただ今から平成２７年度さぬき市働く婦人の家運営委員会を開

催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、さぬ

き市働く婦人の家運営委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 それでは、本日の会議の開催にあたりまして、宮岡 委員長よりご挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（あいさつ） 

ありがとうございました。 

続いて、中野課長 より挨拶をいただきます。 

（あいさつ） 

それでは、議事の進行の前に運営委員会の情報公開についてご説明をさせ

ていただきます。 

平成 14年 11月 1日に審議会等の会議の公開に関する指針が策定されてい

ます。そこで、当運営委員会につきましては、原則として公開することとな

っております。議事の内容等によりまして、運営委員会が特に必要と認めた

時には非公開とすることができます。従いまして、会議が公開の場合は会議

記録につきましても公開とし、インターネットのホームページにも掲載する

こととなります。非公開の場合は、特段の決定があった時を除きまして、会

議録も非公開としてございます。以上、情報公開につきましてご説明を申し
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上げました。 

それでは「さぬき市働く婦人の家条例施行規則」第１０条により、議長を

宮岡 由喜美様にお願い致しまして,議事に入っていただきたいと存じます。

よろしくお願い致します。 

お手元にお配りしてございます会議の次第に従いまして、会議を進めてま

いりたいと存じます。 

最初に、｢(1)平成２６年度働く婦人の家事業報告｣を事務局から説明をお願

いします。 

（説明） 

いま、事務局から説明がございました。 

質疑等があればお願い致します。 

津田働く婦人の家の利用団体を見たら、構成人数が少ない。ぎりぎりで活

動されている団体もあるのではないですか。 

団体の構成人数が徐々に減っています。募集は行っているが、なかなか増

えない現状です。 

では、定期利用団体として申請をするときには、5 名集まらずに、定期利

用団体として認可できない場合はありますか。 

あります。津田は、人数が足りず、講座活動を休む講座も出ています。 

津田には公民館が隣接していますよね。施設の選択肢は増えたり分散した

りしますか。 

混雑状況により、働く婦人の家と公民館で部屋の変更をお願いする時があ

ります。 

次に、｢(2)平成２７年度働く婦人の家事業計画・中間報告｣を事務局から説

明をお願いします。 

（説明） 

いま、事務局から説明がございました。 

質疑等があればお願い致します。 

志度のパソコン教室は、２グループ以上あるのですか。 

iPad 教室と、従来からのパソコン教室があります。 

では、新しく講座開いたものは何ですか。 

新しく立ち上げたのが、資料で言うと大正琴です。毎年１団体か２団体が

新規に立ち上がっている。 

次に、｢(3)働く婦人の家使用料｣について事務局から議事があれば説明をお

願いします。 

（説明） 

質疑等があればお願い致します。 
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課 長 

各働く婦人の家の築年数はよく似ているのですか。 

築年数は、資料をご覧ください。 

減額・免除は、今回の資料には含まれておりません。あくまでも、基礎と

なる使用料を検討するものです。 

この案は、皆様いかがでしょうか。 

同じさぬき市内で金額が異なったままよりも、一律が良いと思います。 

現状では、地域によって使用料に差があります。公平にしなければいけな

いと思っています。 

空調電気代は、実際は部屋の広さで異なるのではありませんか。 

電気代は、部屋によってまちまちです。空調電気代は定額案を出していま

すが、定額案も金額案もあくまでも例示です。 

部屋も大きさで使用料が分かれているように、空調電気代ランク分けをし

て、段階的に徴収する案を検討もしてほしいです。使用する人が利用しやす

い値段を検討していただきたい。 

空調費用についても、定額案のほかに段階を設けて料金設定をしてほし

い。２案とも検討してください。 

２案で検討します。 

今回、冷暖房費は１時間で計算しています。問題ありませんか。 

部屋に２台以上の空調機がある場合はどう計算するのですか。 

一部屋単位で考えます。 

（意見なし） 

次に、｢(4)その他｣について事務局から議事があれば説明をお願いします。 

７月に提出があった「要望書」について、宮岡様から概要をご説明いただ

ければと思います。 

昨年末に、志度の働く婦人の家玄関で転倒の事故がありました。階段の段

差が分かりにくい、滑りやすい等危険です。志度働く婦人の家利用者協議会

で検討した結果、署名活動を行うことになりました。 

要望書の内容としては、 

・玄関前をスロープにし、それに伴う手すりの設置 

・館内を土足にし、それに伴うフロアの改修 

・階段の壁際に手すりの設置 

・２階に洋式トイレの設置 

・駐車場の舗装及び区画線の設置 

です。 

その署名を、要望書という形で市長・議長・教育長に提出しました。 

生涯学習課として、要望書のあった項目は平成２８年度当初予算に要求予
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定です。 

よろしくお願いします。 

働く婦人の家運営委員の構成について、津田・志度の人数に差がある。 

本年度、改選の年のため募集があります。広い意見を募集するため、多様

な団体から委員が募集できるように考えています。各団体からご推薦をいた

だいて委員を委嘱することとなっておりますので、ご協力よろしくお願いし

ます。 

以上で予定されていました議題については、全て終了いたしました。 

この他について、委員の皆様からなにかございますか。 

（意見なし） 

それでは、本日の議事をこれで終了させていただきたいと思います。 

事務局のほうへ進行をお返し致しますので、お願いします。 

委員長、議事進行ありがとうございました。 

以上を持ちまして、平成２７年度さぬき市働く婦人の家運営委員会を閉会

させていただきます。 

なお、現在の委員の皆様の任期は本年度を持ちまして任期満了となりま

す。婦人の家の事業運営に対しご指導いただきまして誠にありがとうござい

ました。 

また、来年度からの運営委員については、各団体からご推薦をいただいて

委嘱することとなっておりますので、その際は、ご協力いただきますようお

願い申し上げます。 

本日はありがとうございました。 


